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粂 例

◊川崎市事務分寒粂例の一部を改1?:す

   る条例（第52号）

◊川崎m職員の特殊勤務手当に閉する

  条例(第!^を）

◊川崎市手数料条例の一部を改止する

  条例（第54号}

◊川崎市心身障杏く・扶集共済条例の一

  部を改正する条例（第55号）

◊川崎市老人医療黄助成条例を廃止す

  る条例¢第5¢5ぢ-)……-----

◊川崎市老人福祉センター条例の---部

  を改正する条例〔第57号）

◊川崎市保育湖粂例の一部を改土する

   条例（第5S号・）-

◊川崎市国民健康保険条例の一部を改

  正する条例¢第沿母）-一

◊ 川埼市都市後観条例の-、部を改正す

  る条例(第60号> 

◊川崎市地区計励'のぽ域内における辻

更物に係る制限に間する条例の一部

を改正する粂例（第61号）---……

◊川崎市営住宅粂例及び川崎市特定公

北®貸住宅粂例の--部を改正する戈

  例（第S2号）

◊川崎市屋外広告物条例の一部を改jf,

  する条飼（第63号:| 

◊川崎市®会議貝及び川崎市¢の逆孕

における選挙述動の公費負担に問す

る粂例の一部を改正すろ条例（策64
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  部を改正する規則（第1025>) 15

◊川崎市自転冷:等の放置防北に閲する

条例施行規則の一部を改fする規則

  (第103号） 1¢

◊川崎市公倅管理規則の--部を改正す

  る規則（第HR号）16

◊川崎市市税条例施行規則のーー -部を改

  疋する規則（第1〇&号} 16

◊川崎市企妓会計規則及び川崎市下水

道事業財務規則の一部を改1Kする規

  則〔第L06号）17

◊川崎布則・族規則の一'部を改正する規

  則（第107丹） IS

◊川崎市立抱;獲短期大学学則の--躰を

  改正する規則（第10S号）18

告 示

◊川崎市排水股備指定エ¢店の指定の

  取消（萌684号）18

  ◊道路区域の変更（第SS5を）18

  ◊道路の供用開始（第536母）19

  ◊道路区域の変更（第SS7鈴）19

  ◊這路の供用開始（第5SS玲）19

  ◊自転南・等の撤去と保管（節拙9蛉）19

  ◊道路区域の変更（第690分> 20

  ◊道路の供用閣始（第691号） 30

  ◊道路区域の変更（第692号> 20

  ◊市道路線の認定（第693皆> ―20

  ◊道路区域の決定¢第694号）21

  ◊道路の供用開始（第695皆}  22

  ◊甫道路線の廃止（第№6号）22

  ◊景観計画の策定（第697を）22

◊都市景観形成地区の区域の変更（第

   698 号）23

◊都市景観形成地区の指定の解除（第

    699 号） 25

◊道路占用許可基準の一剖改]1:(第700

   引 26

◊国民健康保険被保険者証の無効（第

  ππ 号>  28

◊国民®康保険彼保験者証の無効（第

規 則

〇学校教育法等の一-部を改正する法徘

の蔽行に伴5叫係組fillの整理に開-・!'

  ろ規則（第1〇1妙）- ]5

◊川埼市尾外広脚物条例施行規則の--
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  川 崎 市 公報（第1,498号）平成20年1月10日

第7条命条の規定の適用を受けようとする者は，ビラ

の作成を業とする者との間において選挙運動用ビラの

作成に関し有黴契約を締結し、市委員会が定めるとこ

ろにより、その旨を布委員会に秘け出なければならな

(選挙運動用ビラの作成の公費負担額及び支払手続）

第条本市は、候補者（前条の甜出をした者に限る

が同条の契約に基づき当該契約の相手方であるビラの

作成を業とする有に支払うペき金額のうち、当該契約

に基づき作成された選挙連動用ビラの1枚当たりの作

成単価（当該作成堪価が、次の谷ぢに掲げる区分に応

じ当該各号に定める金類を超える編台・には、当核各り-

に定める金額） に当該選挙運動用ビラの作成枚数

該候補者-を通じて.TO.WO枚以内のものであることに

つ¢,苗委員会が定めるところにより、当核候補¢か

らの申消に基づき、市委員会が確粥したものに限るJ

を粟じて得た金額を・第6条後段において準用する第

2条ただし賽に規定する要件に核3する場合に限り，

き該ビラの作成を業とする者からの頂求に基づき、当

該ビラの作成を業とする者に対し支払う。

⑴当該選挙理勤用ビラの作成枚数が50.000枚以ドで

ある楊合 7円30践

(?)き該選挙運助用ビラの作成枚数が50.0¢0枚を超え

る場合365.00<IHと4円88銭にそのS0,000枚を超える

枚数を乗じて将た金額との合計金額を当該選挙速動

用ピラの作成枚数で除して得た金額（1銭未満の端

数がる場合には，その端数は.1銭とする。}

附則

{施行期日等）

 Iこの条例は，公布のθから施行する,，

2改正後の条例の規定は、この条例の施行の日（以下

「施行0」という、）以後その期Hを告示される川崎市

提の選挙について適用し，®行yの一的口までにその期

|」を告示された川峙市長の選挙については・なお從曲

の例による。

  規則

学校教育法等の--部を改正する法祕の施行に伴う関係

規則の整理に関する規則をここに公布一する。.

平成19年32月|

川崎市畏阿部孝夫

川崎市規則第101号

学校教育法竦の一部を改正する法律の施行

に伴う間係掛則の整理に閣する胤則

(川崎市市税粂例施行規則の一部改止:）

泌1条川崎市市税条例施行規則（昭卯25年川崎町規則

第28好）の一郞を次のように改正する、

第U条の表2の項中「第以条の2」を「第124条」

に改める。

(Jli崎市公害防止等生活環境の保全に関する粂例施行

規則の，部改正）

第2条川崎市公害防止等生活環境の保全に閲する条例

施行規則（平成L2年川崎市規則第12S号）の一部を次

のように改正する。

第恥粂第1号中「第83条jを「第134条」に改める¢

(川崎Th一ひとり親家庭等医療拔助成条例施行規則の--

部改JE)

第3条川崎市ひとり親家盥等医療費助成条例施行規則

¢竿成4年川崎市規則第17け）の一部を次のように改

正する。

第2条第2項第1号中「第・15粂」を「第̂!粂」に、

「第48条』を「第58条」に改め、同項第4号中「第82

条の3jを『第125条」に改め、同項第5号中「第83

条」を[第134条」に改める。

(川崎市建築物における駐屯施設の附置等に閲する条

例施行規則の一部改正）

第4条川崎市建築物における駐申-施設の附醒等に関す

る条例施行規則（平成5年川崎市規則第58号）の-部

を次のように改正する。

第3粂第い号中「第82条の2」を「第124染Jに、

「第W条」を「第134条」に改める。

(川崎Hfg転車等駐車場の附阪等に関する条例tt行規

則の一郎改正）

第5粂川崎市自転車等駐屯拗の附置等に関する条例施

 行規則（平成π年川崎市規則第52号）の一部を次のよ

うに改正する。

別衷第].の4の項中「第批粂の2」を「拓条」

に.『第83条」を「第134条」に改める。

附則

この規則は，平成19年12月26Hから施行する。

川崎吊屋外広告物条例施行規則の一部を改正する規則

をここ！こ公布するa

平成̂年12月I9S

川崎市及W部卑夫

川崎市規則第W2号

川崎m屋外広告物粂例施行規則の一部を改

正する規則

川崎市®外広告物条例施行規則（昭和47年川崎市規則

第SO号）の一部を次のよラに改正する。

別表第1第11項の見出しを削り、同項第2号中「、5

平方メート/| .iを「5平方メ'-トル」に改め・I巧項を|司

表第12項とし・同表第W項の次に次の見出し及び1項を

加える、
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